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信
用
保
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理
事
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○
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印

　
譲
渡
人
(以
下
「
甲
」
と
い
う
。
)が
貴
殿
に
対
し
て
有
す
る
下
記
の
債
権
を
○
○
信
用
保
証
協
会
(以
下
「
乙
」
と
い
う
。
)及
び
株
式
会
社
○
○
銀
行
(以
下
「
丙
」

と
い
う
。
)の
両
者
に
譲
渡
し
、
こ
の
両
者
が
譲
渡
債
権
を
準
共
有
と
す
る
こ
と
に
つ
き
、
○
○
○
契
約
書
第
○
条
第
○
項
た
だ
し
書
き
に
規
定
す
る
承
諾
を
賜
り
ま
す

よ
う
ご
依
頼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
な
お
、
○
○
○
契
約
書
第
○
条
に
規
定
す
る
瑕
疵
担
保
責
任
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
甲
に
留
保
さ
れ
る
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。

　
ま
た
、
債
権
譲
渡
の
ご
承
認
が
い
た
だ
け
ま
し
た
場
合
、
譲
渡
債
権
の
お
支
払
い
に
つ
き
ま
し
て
は
、
譲
受
人
が
指
定
し
た
下
記
の
銀
行
預
金
口
座
に
お
振
込
下
さ

い
ま
す
よ
う
、
あ
わ
せ
て
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

記
　
〔
譲
渡
債
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の
表
示
〕
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契

約
名
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工
事
場
所

　
3　
工

期
　
　
平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日
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譲
渡
債
権
の
金
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円

　
〔
譲
受
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指
定
し
た
銀
行
預
金
口
座
の
表
示
〕
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ガ
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○
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金
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別
、
口
座
番
号
　
　
○
○
預
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○
○
○
○
○
○
○
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ガ
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名
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○
○
○
○
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会
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支
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御
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受
人
　
住
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氏
名
○
○
信
用
保
証
協
会

理
事
長
○
○
○
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上
記
に
つ
き
、
債
務
不
履
行
を
事
由
と
す
る
契
約
の
解
除
を
も
っ
て
乙
及
び
丙
に
対
抗
で
き
る
旨
及
び
下
記
事
項
に
つ
い
て
異
議
を
と
ど
め
て
、
○
○
○
契
約
書
第

○
条
第
○
項
た
だ
し
書
き
の
規
定
に
よ
り
承
諾
す
る
。

　
た
だ
し
、
承
諾
の
依
頼
に
際
し
甲
、
乙
又
は
丙
に
虚
偽
が
あ
っ
た
場
合
に
は
承
諾
の
取
り
消
し
を
行
う
。

　
な
お
、
本
承
諾
に
よ
っ
て
○
○
○
契
約
書
第
○
条
に
基
づ
く
甲
の
責
任
が
一
切
軽
減
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
申
し
添
え
る
。

記
　
1　
譲
渡
さ
れ
る
甲
の
債
権
の
額
は
、
本
契
約
が
履
行
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
契
約
金
額
か
ら
本
契
約
に
よ
り
発
生
す
る
発
注
者
の
請
求
権
に
基
づ
く
金
額
を
控

除
し
た
額
と
す
る
。

　
　
　
た
だ
し
、
本
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
契
約
金
額
か
ら
本
契
約
に
よ
り
発
生
す
る
違
約
金
等
の
発
注
者
の
請
求
権
に
基
づ
く
金
額
を
控
除
し
た

額
と
す
る
。

　
2　
本
件
契
約
以
外
の
契
約
に
よ
り
発
生
す
る
発
注
者
の
甲
に
対
す
る
請
求
権
が
あ
る
と
き
は
、
発
注
者
は
、
当
該
請
求
権
に
基
づ
く
金
額
を
、
代
金
額
か
ら
控
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
3　
甲
、
乙
及
び
丙
は
、
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
、
他
の
第
三
者
に
譲
渡
し
若
し
く
は
質
権
を
設
定
し
そ
の
他
債
権
の
帰
属
並
び
に
行
使
を
害
す
べ
き
行
為
を
行
わ
な
い

こ
と
。
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